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北九州市役所では、男性の育休取得がごく自然な光景に

なっています。「お互いさま」の精神でカバーし合

う文化が根付き、組織の強さになっていると感

じます。私自身、組織の支えによって、仕事も家庭

も守り抜くことができました。どちらも諦めずに自分

らしく歩んでいきたいという皆さんと、一緒に働ける日を

楽しみにしています。

男性の育休取得が根付き、
仕事も家庭も大切にできる環境。

育休は3回取得しました。最初は双子の誕生時で、多忙な部

署にいたので葛藤もありましたが、家族を守れるのは自分し

かいないと決断しました。2回目のときは、子どもが困難な病

を持って生まれることが分かっていたので、約10か月間、寄

り添う時間を選びました。3回目は、市役所全体で男性の

育休取得率が上がり、助け合う文化が定着してきて、迷わ

ず取得できました。

3回の育休を取得し、
家族に寄り添う時間をつくる。

□パンフレット_（P12-P13）

キャリアを考えたきっかけは、昇任を目指して勉強している人が身近にい

たことや、課全体で昇任を応援する体制があったことです。周年事業のイ

ベントを担当して高く評価され、上司や総務課から昇任を後押ししてもら

い、私でも係長になれるかもしれないと思うようになりました。今後は自分

の強みをいかして、地域活性化に関する業務やイベント、管理部門や技術

職員と関わる業務にも携わりたいです。

昇任を応援する風土や上司の後押しで
キャリアアップを考えるように。

窓口業務や議会担当、人事に関する業務など7つの部署で多様な業務を

経験し、周年事業にも携わってきました。現在は文化財の保存・活用業務の

統括を行っています。予期せぬことに臨機応変に対応できたときなど、これ

までの職場で得た知識や積み上げた経験、人間関係などが役立ち、異動を

重ねるごとに強みが増していると感じます。

異動を重ねるごとに自分の強みが増していきます。

周囲の理解やサポートのおかげで、仕事と子育てを両立することができ、

子どもたちとの時間も取れました。子育て中の職員も平等に昇任できるの

は、とてもありがたいことです。働き方を選択できる環境が整っており、身

近に様々なロールモデルがいることも心強いです。市役所の仕事は多岐に

わたりますが、職員の根底にあるものは共通していて、「北九州市を自分た

ちの力で良くすること」だと思います。

子育て中の職員も平等に評価され
働き方を選択できる環境が整っています。

子どもの成長と家族の命に向き合った育休の時間は、人

生において何物にも代えられない財産です。働き方にもプ

ラスの影響があり、業務を効率的に完遂して定時で帰ると

いう強い目的意識が生まれました。現在は保育園の送迎

がしやすい勤務地で働き、子育て支援制度を活用して保育

園の送迎を毎日担当しています。

定時で帰る目的意識が生まれ、
業務を効率的に完遂する力に。

家族との幸せな時間を守りながら、
情熱を持って働き続けられる！

WIFE'S VOICE

夫婦共に育児休暇を3回取得させてもらえたことは、多胎児・

医療的ケア児の育児やコロナ禍といった状況下で大きな安

心感となりました。戻れる場所がある心強さと復帰後の配慮

のおかげで、家庭と仕事を両立しながら心身共に健やかに働

くことができており、深く感謝しています。

家族の声 BOSS'S VOICE

子育て真っ最中ですが、休憩時間の選択制度等を上手に活

用し、ワーク・ライフ・バランスを実現されています。温かい人

柄で、効率的な仕事ぶりを、職場の皆が頼りにしています。

仕事と家庭を大切にしている働き方を、これからもしっかり

とサポートしていきます。

上司の声

※ 「①」は能力認定試験第１分野、 「②」は同第２分野、 「選」は昇任選考の受験を示す。

［33歳］ 主査合格 ▶ ［34歳］ 係長合格

30年度到達年齢

受験状況

合格状況等

31 32 33 34

①② ② ②選 選
4
月
1
日
採
用

第
2
分
野
合
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民間企業を経て（29歳）で入職
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キャリアアップ！
ワーク・ライフ・バランスで
キャリアと人生をもっと豊かに。

WORK
LIFE
BALANCE

北九州市役所では、人材育成や女性活躍推進に力を入れています。
ジョブローテーション制度や人事部との定期面談などキャリアアップを
目指す職員をサポートし、職員の成長を組織の成長につなげています。
今回は子育てとキャリアアップに励む職員にお話を伺いました。

一般事務員 行政
子ども家庭局 子育て支援課
（平成21年度入職）

一般事務員 行政
都市ブランド創造局 文化企画課
文化財係長
（平成13年度入職）

【能力・実績重視の昇任システム】
北九州市役所の昇任制度の特色として、主査級及び係長級への昇任には試験

制度が設けられています（一部の職種を除く）。これにより、年齢や学歴、性別に

かかわりなく、昇任意欲があり、能力や勤務実績の高い職員が昇任できます。

能力や勤務実績に応じて昇任していきます。
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係 員 主 任 主 査 係 長 課 長 部 長 局 長

戸畑区役所 市民課　［入職］
門司区役所 まちづくり整備課
財政局 東部市税事務所 小倉南税務課
上下水道局 施設課
建設局 総務課
建設局 総務課　［主査昇任］
市議会事務局　総務課

市民生活
インフラ
税

インフラ

市民対応
計画調整
市民対応
計画調整

庶務・経理 内部管理

文化 事業実施都市ブランド創造局 文化企画課
文化財係長　［係長昇任］令和7年度

主な経歴
年（時期） 配属先 分野 業務の種類

おおむね3年に1度の人事異動があります！

❶女性役職者の長期的・計画的育成
❷採用から多様な職務経験

❸上司による切れ目のない育成支援
❹多様で柔軟な働き方の推進

4つのポジティブ・アクション※

受
験
資
格

27歳以上で
在職1年以上
（行政職）

特
　
徴

①資格試験型の筆記試験
　一度筆記試験に合格すれば、翌年度以降の受験は不要

＜出産・育児等のライフイベントも見据えた昇任制度＞

②部分合格制度の導入
　筆記試験全体を2分野に分割し、分野ごとに合格が可能

女性管理職比率を
2030年までに30%程度を目指す

※ 「ポジティブ・アクション」は、男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置のことであり、国においても女性の参画拡大に最も効果的な施策の一つと位置付けられている。
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仕事もプライベートも充実させ、自分らしい物語を歩もう！07

▲

新たなステージへ挑み、レベルアップを目指そう！08
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新卒（22歳）で入職、30歳で第１子出産
［33歳］ 昇任選考資格取得 ▶ ［36歳］ 主査合格 ▶ ［38歳］ 係長合格

23年度到達年齢

受験状況

合格状況等

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

① ① ー ー ② ② ー ー 選 選 選
4
月
1
日
採
用

第
1
分
野
合
格

第
2
分
野
合
格

主
査
合
格

係
長
合
格

育休

ケ
ー
ス
１

育休

育休



北九州市役所では、男性の育休取得がごく自然な光景に

なっています。「お互いさま」の精神でカバーし合

う文化が根付き、組織の強さになっていると感

じます。私自身、組織の支えによって、仕事も家庭

も守り抜くことができました。どちらも諦めずに自分

らしく歩んでいきたいという皆さんと、一緒に働ける日を

楽しみにしています。

男性の育休取得が根付き、
仕事も家庭も大切にできる環境。

育休は3回取得しました。最初は双子の誕生時で、多忙な部

署にいたので葛藤もありましたが、家族を守れるのは自分し

かいないと決断しました。2回目のときは、子どもが困難な病

を持って生まれることが分かっていたので、約10か月間、寄

り添う時間を選びました。3回目は、市役所全体で男性の

育休取得率が上がり、助け合う文化が定着してきて、迷わ

ず取得できました。

3回の育休を取得し、
家族に寄り添う時間をつくる。

□パンフレット_（P12-P13）

キャリアを考えたきっかけは、昇任を目指して勉強している人が身近にい

たことや、課全体で昇任を応援する体制があったことです。周年事業のイ

ベントを担当して高く評価され、上司や総務課から昇任を後押ししてもら

い、私でも係長になれるかもしれないと思うようになりました。今後は自分

の強みをいかして、地域活性化に関する業務やイベント、管理部門や技術

職員と関わる業務にも携わりたいです。

昇任を応援する風土や上司の後押しで
キャリアアップを考えるように。

窓口業務や議会担当、人事に関する業務など7つの部署で多様な業務を

経験し、周年事業にも携わってきました。現在は文化財の保存・活用業務の

統括を行っています。予期せぬことに臨機応変に対応できたときなど、これ

までの職場で得た知識や積み上げた経験、人間関係などが役立ち、異動を

重ねるごとに強みが増していると感じます。

異動を重ねるごとに自分の強みが増していきます。

周囲の理解やサポートのおかげで、仕事と子育てを両立することができ、

子どもたちとの時間も取れました。子育て中の職員も平等に昇任できるの

は、とてもありがたいことです。働き方を選択できる環境が整っており、身

近に様々なロールモデルがいることも心強いです。市役所の仕事は多岐に

わたりますが、職員の根底にあるものは共通していて、「北九州市を自分た

ちの力で良くすること」だと思います。

子育て中の職員も平等に評価され
働き方を選択できる環境が整っています。

子どもの成長と家族の命に向き合った育休の時間は、人

生において何物にも代えられない財産です。働き方にもプ

ラスの影響があり、業務を効率的に完遂して定時で帰ると

いう強い目的意識が生まれました。現在は保育園の送迎

がしやすい勤務地で働き、子育て支援制度を活用して保育

園の送迎を毎日担当しています。

定時で帰る目的意識が生まれ、
業務を効率的に完遂する力に。

家族との幸せな時間を守りながら、
情熱を持って働き続けられる！

WIFE'S VOICE

夫婦共に育児休暇を3回取得させてもらえたことは、多胎児・

医療的ケア児の育児やコロナ禍といった状況下で大きな安

心感となりました。戻れる場所がある心強さと復帰後の配慮

のおかげで、家庭と仕事を両立しながら心身共に健やかに働

くことができており、深く感謝しています。

家族の声 BOSS'S VOICE

子育て真っ最中ですが、休憩時間の選択制度等を上手に活

用し、ワーク・ライフ・バランスを実現されています。温かい人

柄で、効率的な仕事ぶりを、職場の皆が頼りにしています。

仕事と家庭を大切にしている働き方を、これからもしっかり

とサポートしていきます。

上司の声

※ 「①」は能力認定試験第１分野、 「②」は同第２分野、 「選」は昇任選考の受験を示す。

［33歳］ 主査合格 ▶ ［34歳］ 係長合格
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キャリアアップ！
ワーク・ライフ・バランスで
キャリアと人生をもっと豊かに。

WORK
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北九州市役所では、人材育成や女性活躍推進に力を入れています。
ジョブローテーション制度や人事部との定期面談などキャリアアップを
目指す職員をサポートし、職員の成長を組織の成長につなげています。
今回は子育てとキャリアアップに励む職員にお話を伺いました。

一般事務員 行政
子ども家庭局 子育て支援課
（平成21年度入職）

一般事務員 行政
都市ブランド創造局 文化企画課
文化財係長
（平成13年度入職）

【能力・実績重視の昇任システム】
北九州市役所の昇任制度の特色として、主査級及び係長級への昇任には試験

制度が設けられています（一部の職種を除く）。これにより、年齢や学歴、性別に

かかわりなく、昇任意欲があり、能力や勤務実績の高い職員が昇任できます。

能力や勤務実績に応じて昇任していきます。
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係 員 主 任 主 査 係 長 課 長 部 長 局 長

戸畑区役所 市民課　［入職］
門司区役所 まちづくり整備課
財政局 東部市税事務所 小倉南税務課
上下水道局 施設課
建設局 総務課
建設局 総務課　［主査昇任］
市議会事務局　総務課

市民生活
インフラ
税

インフラ

市民対応
計画調整
市民対応
計画調整

庶務・経理 内部管理

文化 事業実施都市ブランド創造局 文化企画課
文化財係長　［係長昇任］令和7年度

主な経歴
年（時期） 配属先 分野 業務の種類

おおむね3年に1度の人事異動があります！

❶女性役職者の長期的・計画的育成
❷採用から多様な職務経験

❸上司による切れ目のない育成支援
❹多様で柔軟な働き方の推進

4つのポジティブ・アクション※

受
験
資
格

27歳以上で
在職1年以上
（行政職）

特
　
徴

①資格試験型の筆記試験
　一度筆記試験に合格すれば、翌年度以降の受験は不要

＜出産・育児等のライフイベントも見据えた昇任制度＞

②部分合格制度の導入
　筆記試験全体を2分野に分割し、分野ごとに合格が可能

女性管理職比率を
2030年までに30%程度を目指す

※ 「ポジティブ・アクション」は、男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置のことであり、国においても女性の参画拡大に最も効果的な施策の一つと位置付けられている。
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新卒（22歳）で入職、30歳で第１子出産
［33歳］ 昇任選考資格取得 ▶ ［36歳］ 主査合格 ▶ ［38歳］ 係長合格
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〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号（小倉北区役所庁舎西棟7階）

E-mail：gyou-ninyo@city.kitakyushu.lg.jp

TEL.093-582-3041

北九州市人事委員会行政委員会事務局任用課

YouTube

下記の職種の仕事に興味のある方に、若手職員と１対１で個別相談できる機会をご提供しています。

これらの職種以外にも、オンライン説明会や相談会を開催しています。

詳しい申込方法や問合せ先は、右の二次元コードからアクセスしてください。

北九州市職員募集ホームページ
試験案内や応募状況、過去問題例等を公開しています。
日程や詳しい試験内容等の最新の情報は右の二次元コード
からアクセスしてください。

市役所の仕事に興味がある方に、職員に直接話

を聞くことができる機会をご提供しています。実

際に職場を訪問する「対面形式」と、遠隔地にお

住まいの方でも参加可能な「オンライン形式」で

実施しています。募集時期や申込方法は、右の二

次元コードからアクセスしてください。

（令和8年） 2026.3.1日 募集開始！

北
九
州
市
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
挑
め
！

●一般事務員（行政）　　　　　
●一般事務員（デジタル）
●一般事務員（社会福祉）

●一般事務員（心理）
●一般技術員（土木）
●一般技術員（建築）

●一般技術員（電気）
●一般技術員（機械）
●一般技術員（農学）

●一般技術員（環境）
●一般技術員（衛生）
●消防士

●獣医師
●保健師

●保育士
●学校事務職員

このパンフレットに掲載しきれなかった
より詳しい情報もチェック！
※掲載職員の所属部署やインタビュー内容等は

　 取材当時のものです。

XLINE

北九州市役所
職種別個別相談

こちらからアクセス！

こちらからアクセス！

https://city-kitakyushu-saiyo.jp/

問
合
せ
先

ホームページも
チェック

さあ！採用試験に挑戦しよう！あなただけの物語が待っている！09

▲

令和8年度北九州市職員採用試験の日程について
障害者採用選考初級等採用試験上級採用試験

【秋季枠】
上級等採用試験
【通常枠】試験日程 上級採用試験

【春季枠】

主な試験区分

受 付 期 間
【 受 付 方 法 】

最終合格発表

第 １ 次 筆 記
試 験 会 場

第1次合格発表

第 2 次 試 験日

第2次合格発表

第 3 次 試 験 日

第 1次 試 験 日

3月2日（月）～２４日（火）
【電子申請】

4月17日（金）～5月20日（水）
【電子申請】

６月下旬 ８月下旬 １１月下旬 １１月中旬

北九州市内

7月10日（金）～9月7日（月）
【電子申請】

7月10日（金）～8月21日（金）
【電子申請】

４月下旬 ７月下旬 １０月上旬 １０月下旬 １０月上旬

行政（プレゼン）
土木（専門面接）
土木（経験面接）

一般事務員
一般技術員
消防士
保育士

学校事務職員

一般事務員
学校事務職員

１１月上～中旬 １０月下旬５月中旬 ８月上～中旬 １０月中旬

５月下旬 ー

６月中～下旬 ー

ー１０月下旬

ー１１月中旬

北九州市内
東京都区内

SPI3テストセンター
又は自宅等

SPI3テストセンター
又は自宅等

■ 各試験日程の「試験区分」「受験資格」「採用予定数」「試験内容」などは、それぞれの試験案内でお知らせします。
■ 試験日程、会場等は変更になることがありますので、必ず北九州市職員募集ホームページで確認してください。

※1 一部の区分では、筆記試験を６月３日（水）～１６日（火）に実施します。（SPI3テストセンターまたは自宅等での受検となります。）

※２ 面接試験対象者は、筆記試験の成績順に決定します。

【SPI3 受検期間】
4月1日（水）～15日（水）

【SPI3 受検期間】
9月16日（水）～30日（水）

＜筆記試験＞
9月20日（日）

又は

9月27日（日）

＜筆記試験＞
6月21日（日）
＜面接試験＞
　7月中旬

※1

※2

行政（プレゼン）
土木（専門面接）
土木（経験面接）等

一般事務員
一般技術員
消防士
獣医師
保健師 等 等

試験案内公表日 ３月１日（日） ４月１７日（金） ７月１０日（金）

土木 農学（造園・農業・林業）

衛生（薬学） 獣医師

建築 電気 機械

※2

＜筆記試験＞
9月27日（日）
＜面接試験＞
１０月中旬


